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町高清水地区で行われていたことが確認されている

（第１・２図）註１。

現在は三島町高清水地区で行われているのみであ

るが、金山町水沼地区では少なくとも平成16（2004）

年までは行われていたとされる。

三島町高清水地区の雛流しは高度経済成長期の昭

和30（1950）年代に宮下発電所が建設され、雛を流

す場所がなくなり、一度途絶えたが、時を経て昭和

60（1985）年頃、三島町内の年中行事保護活動のもと

に復活し、現在に至るまで続いている。

②雛流しとひなまつり

一般的に「ひなまつり」は３月３日に雛人形や雛

道具を飾り、それに桃の花や白酒を添えて、女の子

の無事な成長を願う年中行事である。

「雛流し」は現在の「雛飾り」の古い姿ともいわ

れている。全国的にみると京都府、岡山県、鳥取県、

東北では山形県で行われている。中には福島県のよ

うに重要無形民俗文化財に指定されているところも

ある註２。福島県内での起源は不明で、文献として

記録が残っていない。

「ひなまつり」は、平安時代、紙でつくった人形

( ひとがた ) をさすり心身の穢れを移して川に流す

風習（雛流し）と、貴族の女の子たちの「ひいな遊び」

という人形遊びが結びつき、ひな人形を飾るお祭り

になったといわれる。

雛人形は遠い淡島神社（淡島様）註３まで行くと伝

えられ、この雛人形に女性たちの災いや病気を移し

て流すものとされてきた。流し雛は淡島神社への代

参の役割を担っていたと推測される。

江戸時代以降には、「ひなまつり」は年中行事と

して広まり、各家庭に紙雛や人形雛を飾って成長を

祝う、現在の「ひなまつり」へとつながった。

（２）行事の概要

現在も続いている三島町高清水地区のものと近

年まで行われていた金山町水沼地区のものについ

ては、まとまった記録がある（福島県教育委員会

2005）註４。 

両地区とも３月の節供前から紙雛をつくりはじめ

る。各家庭の女性の数だけ紙雛をつくり、３月３日

に床の間や座敷に紙雛や菱餅、甘酒を飾る（写真１・

２）。そして、翌日只見川へ紙雛を流す。

①三島町高清水地区（写真３～５）

３月３日に紙雛を床の間に飾る際、男児がいる場

合は紙雛の脇に張り子の天神様（会津天神）や天神様

の掛軸を掛けて、男の子の成長も一緒に祈る。３月

４日に地区の子どもが木箱を持って地区内をまわ

り、各家庭の紙雛を回収し、地区全部の紙雛をまと

めて只見川に流していた。

しかし、近年、地区内在住の子どもがおらず、高

清水婦人会や地区に縁のある子どもが回収や流す役

を担っている。

なお、三島町教育委員会によれば、2025年は久

しぶりに旧来通りのかたちで地区内在住の子どもが

紙雛の回収や流す役を行う予定とのことである。

写真１　床の間に飾る様子（三島町）

写真２　床の間に飾る様子（金山町）
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②金山町水沼地区（写真６）

高清水地区と異なるのは、各家庭の紙雛を回収す

るのではなく、３月４日に各家庭でつくった紙雛を

その家庭の女性が持参して集まる点である。また、

川辺ではなく、橋上から只見川へと投げ入れていた。

（３）紙雛の材料とつくり方

「只見川流域の雛流し」に使う紙雛は、三島町高

清水地区と金山町水沼地区の両地区とも材料及びつ

くり方がほぼ共通しているため、以下に材料とつく

り方についてまとめた。

［材料］

・胴体部分、着物、帯：千代紙や包装紙

・頭部：障子紙、綿、白糸

・髪：黒紙（障子紙を黒く塗ったもの、黒和紙）

・髪飾り：千代紙、待ち針

［つくり方］

１）頭部は、障子紙に綿を詰めて丸めてつくった

　　顔と障子紙を折ってつくった首を白糸で結ぶ。

　　髪は短冊状に切った黒紙で髷 (まげ )を結い、

　　頭部と縫い合わせる。

２）胴体部分をきれいな千代紙や和紙で着物の

　　ように袖を切る。水沼地区では紙に折り目を    

　　つけて切り抜く。

３）頭部を２）の着物の形にした胴体部分と結合し

　　帯をつけて完成。

（４）紙雛の特徴

両地区の特徴を以下の①・②にまとめた。

①三島町高清水地区（写真７・８）

紙雛は各家庭の女性の年頃に合わせてつくられて

いた。　

・既婚者　丸髷、着物は短い袖、控えめな柄

・未婚者　島田髷、着物は振り袖、可愛い柄

・子ども　おかっぱ頭

帯は、太鼓結びや文庫結び、ちょうちょ結びと様々

である。

写真３　雛を回収する様子（2004 年）

写真４　雛を回収する様子（2024 年）

写真５　只見川に流す様子（三島町）

写真６　只見川に流す様子（金山町）
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②金山町水沼地区（写真９～11）

髪飾りに待ち針を使用している雛が多く見られる

（写真10）。これは「裁縫上手になりますように」と

待ち針に願いを込めていたといわれている註5。

紙雛と共に供えていた菱餅を小さく切って和紙に

包み、たすきがけにして紙雛に背負わせて３月４日

に流す（写真11）。この餅は前述した遠方の淡島様

へ行くための食糧という説もある。なお、全体的な

大きさは水沼地区の方が若干大きく、高清水地区の

ものは丈が長く細身である。

３　体験学習への導入

当館では例年、体験活動室月替わりメニューにて

年中行事の「おひなさまづくり」を行っている。

令和５年度の体験学習内容を検討した際に、福島

県の伝統的なお雛様である「只見川流域の雛流し」

をモチーフとしてはどうかとの提案があった。そこ

で筆者を含む当館職員が資料収集に当たった。　　

　まず、『福島県の祭り・行事－福島県祭り・行事

調査報告書』制作の一環で、「只見川流域の雛流し」

を取材していた大山孝正氏註６にご協力いただいた。 

次に三島町教育委員会より同町高清水地区の雛流

しの概要と現状のようすを、また福島県立博物館よ

写真７　三島町紙雛

写真８　三島町紙雛の種類 (左：髪型　右：帯）

写真９　金山町紙雛

写真 10　金山町紙雛（待ち針付き紙雛）
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り金山町水沼地区や他地区での「雛流し」の一連の

流れや紙雛の特徴をご教示いただいた。最終的に上

述した取材内容を参考にメニュー制作を行った。

以下に今回のメニュー制作にあたり留意した点な

どを紹介する。

（１）体験の方向性　

今回の体験学習において作成する紙雛は、金山町

水沼地区のものをベースとしつつ、大山氏提供の資

料をはじめ、各所の資料を参考にして、水沼・高清

水両地区の特徴を取り入れたものとした（写真12）。

考案に当たり、特に気をつけたことは、当館の体

験活動室での体験者は大半が幼稚園児～小学生であ

ることから、子どもが作業しやすいつくり方にする

ことである。加えてなるべく元のつくり方に忠実に

体験してもらうことに注力した。

「つくりやすいこと」と「なるべく元のつくり方

に忠実に体験してもらうこと」、この２点は時に相

反してしまう。つくりやすさだけを優先してしまう

と、体験者へモチーフとなったモノの本来のつくり

方などが伝わらない。

「なるべく元のつくり方に忠実に体験してもらう

こと」はメニュー考案の上で、単なる工作体験で終

わってしまうことを防ぐための大切な根底意識であ

ると思う。

「まほろんで体験学習をする意味は何か」と常に

考え、「歴史学習をする場である」という共通認識

のもとでメニュー考案に取り組んできた。

これは、当館の体験活動室メニュー開発に関わっ

てきた職員の中で、開館当初より代々大切に受け継

がれてきた考え方である。

（２）体験内容の検討

また、本物をそのまま再現するにはいくつか懸念

点があった。

一点目は頭部のつくり方である。試作した時点

で、頭部の製作には細かい作業が多く、子どもには

難しいと判断された。　

例えば髪の毛をつくるところ、首と髪の毛を糸で

縫い合わせるところ等である。そのため、頭部につ

いては職員が事前に制作しておくことにした。また

髪に使用する紙を和紙よりクレープ紙にして質感を

出す工夫をした。

二点目は髪飾りについてである。当初、髪留め兼

髪飾りとして待ち針を使用しようとしていたが、試

作を重ねる中で、低年齢の体験者が怪我をする可能

性が職員間で指摘された。そのため、待ち針は用い

ずに、あらかじめ職員が髪部分をホチキスで固定し

ておくという方法を取った（写真13）。

三点目は胴体部分である。水沼地区の本来の制作

方法（紙に折り目をつけて切り抜く）は、低年齢の体

験者にわかりにくいと感じ、型紙を利用して作成す

ることにした（写真14）。

一番の課題は体験時間であった。体験時間が30

分を超えると子どもたちの集中力が切れる恐れがあ

るため、なるべく短時間で完成できるように留意し

た。すなわち、上記の部品に加え、あらかじめ帯に

両面テープをつけておくなど職員による事前作成部

分を増やすことで、時間の問題を解決した。

４　体験学習のようす

体験学習の実施にあたり、体験者に「雛流し」の

行事のようすを知ってもらうことも重視した。

そのため、福島県立博物館制作のＤＶＤ『只見川

流域の雛流し』註７の要点を編集した短編（５分）の映

像を視聴後、おひなさまづくりを体験するという流

れにした（写真15）。

写真 11　金山町紙雛（餅を背負う紙雛）
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（１）体験活動室での体験

体験者はまず、職員からつくり方の説明を聞く。

職員の説明の補助材料として、視覚的にもわかるよ

うにつくり方シートを設置した（第３図）。これは他

の体験メニューにも利用している方法である。基

本的に体験者本人に作業を行ってもらい、不明点が

あった際には職員が補助した。

体験の流れは、以下の通りである。

１）画用紙に型紙をあて、はさみで着物の形に切

　　る（写真16、第３図①～④）

２）あらかじめ制作済みの頭部に着物を巻く　

　（第３図⑤）

３）２）の背中に両面テープを貼る（写真17、第３

　　図⑥）

４）１）に貼り付ける（第３図⑦）

５）頭部に襟を貼り付ける（第３図⑧）　

６）帯揚げや帯、帯のリボンを貼り付つける（写真

　　18、第３図⑨～⑪）

写真 12　令和５年度のおひなさま　表／裏

写真 13　紙雛後頭部（左：試作時　右：提供時）

写真 14　型紙を利用して作成

写真 15　動画視聴の様子

写真 16　型紙に合わせて線を引く

写真 17　背中に両面テープを貼る

写真 18　帯揚げや帯を貼り付ける
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６）髪飾りをつけて完成（第３図⑫）

（２）体験学習後

①館内

常設展示室にある映像展示コーナーにて、体験活

動室で流していた福島県立博物館制作のＤＶＤ『只

見川流域の雛流し』を全編（約20分）視聴できるよう

にした。「おひなさまづくり」を体験していない来

館者に対しても映像によって「雛流し」を知る機会

を提供した（写真19）。

②館外

「ご家庭でもふくしまのおひなさまをつくっても

らえるように」という思いのもと作成した「持ち帰

り用つくり方シート」（第４図）を、体験終了後にお

ひなさまと一緒に持ち帰ってもらった（写真20）。

体験者からは「お家でもつくれるね」「学童クラブ

で、みんなでつくれそう」と好評であった。

５　おわりに

体験活動室での体験学習に「只見川流域の雛流

し」をモチーフに用いたことを通して、筆者が感じ

たことをいくつか述べたい。

（１）学習効果

学習効果としては、当館の体験や映像で行事自体

を知り、自らの手でつくることで「雛流し」につい

て理解が深まることが挙げられる。また、「持ち帰

り用つくり方シート」を持ち帰った体験者について

は、自宅でもう一度、　おひなさまをつくることで、

自分が理解した「おひなさま」を新たな発想で体現

できる良い機会になると思われる。　　　

更に、「流し雛」本来のつくり方を簡略化して提

供したことで、幅広い年齢層が体験しやすくなった

と考えている。

今回「流し雛づくり」を体験学習に導入する段階

で改めて感じたことは、地元で代々伝わる年中行事

を各家庭において体験する機会が減ってきているた

め、学校や当館のような施設での機会提供の必要性

が高まっているのではないかということである。

当館によく訪れる来館者の中には、月替わり体験

メニューの中でも年中行事の体験を目当てにやって

くる来館者も少なくない。「まほろんは気軽に年中

行事を体験できる場所」と認識している保護者もい

る。「おひなさまづくり」のほかは、「凧づくり」、「お

正月飾りづくり」、「こいのぼりづくり」、「七夕かざ

第３図　体験活動室用つくり方シート
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第４図　持ち帰り用つくり方シート　
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りづくり」などを当館では実施しているが、今後も

継続していければと考えている。

体験活動室では、各メニューの体験前には必ず職

員が解説をしている。それにより体験するメニュー

にまつわる年中行事、また考古学にかかわる体験学

習の場合はその遺物や遺跡について理解を深め、知

る機会を提供している。

その中で体験者が印象に残ったことを更に調べる

こと、他の家族や友人に「伝える」ことで学習の一

環になると思う。

（２）文化財活用

体験学習を通じて、福島県の伝統的な年中行事を

来館者へ伝えることも、福島県の文化施設である当

館の大切な役割である。

無形民俗文化財には伝統的な年中行事と密接な関

係にあるものも多く、来館者からも比較的身近な存

在であろう。今回のように、体験と同時に映像を通

して「雛流し」の光景を見せることで、来館者が自

分たちの住む福島県の伝統的な文化を追体験し、「知

る」ことになる。「知る」ことから、さらに学ぶ機会

を持ち、ひいては文化財を守ることにつながってい

くのではないかと思う註８。

特に「只見川流域の雛流し」のように、住民の努

力のもと存続されている行事の場合、県内の他の地

域へ周知することで、保護運動の一助になるのでは

ないか。また、今回のような体験学習への導入は、

無形民俗文化財の活用への一つのアプローチとなる

とも考えている。　

（３）課題と今後の展望

実際に体験活動室での「ふくしまのおひなさまを

つくろう」を実施した後、職員から出た課題を以下

にまとめた。

・見様見真似でわからない中、　手探り状態では

じめた。「本物に忠実に」との思いでメニュー考案

をしたものの、ふりかえるとまだ本物に近づけな

かった部分がある。

・メニューを考案する職員が、実際に三島町で今

もつくっている方から直接レクチャーを受ける、も

しくは一緒にワークショップを開催することで不明

点が解決し、更に本物に近づくのでは、と感じた。

・きちんと理解した上で再度簡略化できると良

い。理解した上で他者へ伝えることが無形文化財を

他へつなげることになるのではないか。

・メニュー考案への資料調査の時間がもう少し必

要と感じた。

令和６年度も「ふくしまのおひなさまをつくろ

う」を体験活動室月替りメニューにて実施した。課

題は全て解決されたわけではないが、若干の改良を

加えて行った。

令和５年度と同様、紙雛をつくってもらう体験で

あるが、今回は金山町水沼地区のお餅を背負った紙

雛をモチーフとした（写真21）。また、自由な発想

を重視し、着物の柄を体験者の好きなように描いて

もらうこととした。その結果、各体験者ならではの

写真 19　映像展示コーナーでのＤＶＤ放映

写真 20　持ち帰り用つくり方シートの説明の様子

写真 21　令和６年度のおひなさま　表／裏　　
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オリジナリティあふれるかわいいおひなさまが完成

した。

また、体験活動室メニュー実施と並行して、常設

展示室にて「只見川流域の雛流し」の展示、及び映

像展示コーナーにて映像提供を行った。

今後も引き続き、福島県の文化財を伝えるツール

として、体験活動室月替りメニューにて「ふくしま

のおひなさま」を提供していけたらと思う。

なお、本稿章執筆に当たり、資料集成等にご尽力

いただいた川合正裕氏（三島町教育委員会生涯学習

課三島町交流センター山びこ所長）、大山孝正氏（株

式会社文化遺産情報研究所）、山口拡氏、大里正樹

氏、西尾祥子氏（福島県立博物館）に末筆ながら感謝

申し上げます。

【註】

註１　福島県教育委員会2005『福島県の祭り・行事－福島県祭 

　　　り・行事調査報告書』福島県文化財調査報告書第425集　　

　　　P90～91

註２　雛流しとして現在も続いている雛流しとしては、以下の事例 

　　　がある。

　　　京都府京都市「下鴨神社の流し雛」

　　　岡山県笠岡市「北木島の流し雛」市指定重要無形民俗文化財

　　　鳥取県「用瀬(もちがせ)のひなおくり」県指定重要無形民俗

　　　文化財

　　　山形県西川町「玉貴の雛流し」

　　　（※地元企業「玉貴」が節句文化の継承のために1997年か　

　　　ら寒江川で行っている。）

註３　淡島神社（淡島様）には女性の病を治す、安産のご利益があ 

　　　るという伝承がある。淡島神社は全国にあるが、流し雛はみ

　　　な総本社の紀伊国（和歌山県）や阿波国（徳島県）へたどり

　　　着くと伝えられる。

註４　写真１～３・６についても註1文献より引用した。

註５　三島町高清水地区でも以前は針をつける例があった。

註６　元当館職員（民俗専門）。

註７　福島県立博物館2005

註８　無形民俗文化財の映像資料の果たす役割は非常に大きいと感 

　　　じた。
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